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（参考）国が管理する橋梁の健全度判定について
・業務契約した点検業者が橋梁を点検
・点検業者は、部材ごとに点検結果、所見、７段階の評価を（一財）橋梁調査会に報告

↓
・橋梁調査会が橋梁全体のⅠ～Ⅳの診断（案）を作成

↓
・事務所が「判定会議」を開催（関東地方整備局道路部、関東技術事務所がｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰで参加）
・道路管理者として橋梁の健全度を判定

○ 各道路管理者における健全度判定のあり方

○ 「健全度診断に関する検討会」の開催
（目的）橋梁点検の健全度診断において同様の損傷に対する診断が道路管理者間でばらつかない

ようにするため、事例を用いて健全度診断の均一化を図る。
（概要）・平成28年2月2日（火）、山梨県防災新館にて開催

・県及び市町村担当者、市町村発注の点検業務受注者等、約60名が参加
・平成26年度点検結果から「適切と思われる診断」、「危険側過ぎると思われる診断」、

「安全側過ぎると思われる診断」、「地覆やフェンスの損傷を根拠とする診断」等に
分けて事例を用いて検討。

・点検業務受注者、道路管理者ともに複数の者で診断し、診断に苦慮する場合はメンテ
会議等に相談することを確認。

・今後も適宜検討会を開催する予定。

○ 橋梁健全度診断の均一化に向けて
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○ 健全度診断の均一化に向けて

検討会の状況

検討会に用いた
事例（抜粋）
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○ ロープアクセス技術を用いた橋梁点検

① 点検実施した橋梁（甲府市管理・富士見大橋第二径間）
・歩車道境界に防護柵があり、歩道幅が広いために橋梁点検車

による点検が困難。
・河川上の径間は高所作業車が届かない高さ。

② 作業手順
・準備、ミーティング（健康状態・作業手順・無線機等の連絡方法の確認等）
・資器材のチェック（保護具・ロープ・機材の点検、機材等の落下防止対策の確認等）
・検査路及び梁上移動（墜落の可能性がある箇所では必ずランヤードを２本使用）
・支点の作成（十分な強度を有している鋼材にスリングを巻き付ける）

・仮荷重テスト（支点以外にも自己保持した上で、支点にあぶみ（簡易はしご）
を掛け、あぶみに徐々に体重を掛ける。次に体を揺さぶって動荷重を掛ける）

・ランヤードによる自己保持（３カ所の支点から３本のランヤードで自己保持
し、移動時は常に２本の支点から確保される状態を維持する）

・作業終了後は資器材の置き忘れがないか確認


